
議

案

第

五

十

号 

 
 

 

港

区

立

生

活

寮

条

例

を

廃

止

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

九

年

九

月

十

三

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

生

活

寮

条

例

を

廃

止

す

る

条

例 

 

港

区

立

生

活

寮

条

例

（

平

成

五

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

）

は

、

廃

止

す

る

。 

 
 

 

付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

発

生

し

て

い

る

港

区

立

生

活

寮

の

使

用

料

及

び

港

区

立

生

活

寮

の

利

用

者 

 

が

負

担

す

る

費

用

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

廃

止

前

の

港

区

立

生

活

寮

条

例

第

九

条

か

ら

第

十

三

条 

 

ま

で

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

後

も

、

な

お

そ

の

効

力

を

有

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

生

活

寮

フ

レ

ン

ド

ホ

ー

ム

高

浜

を

廃

止

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


